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規

則

■群
馬
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
十
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
五
十
六
号

群
馬
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
総
務
部
の
部
消
防
保
安
課
の
項
中
「
保
安
係
」
の
下
に
「
、
防
災
航
空
体
制

検
証
・
再
建
室
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
表
広
報
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

消
防
保
安
課

防
災
航
空
体
制
検

検
証
・
再
建
係

証
・
再
建
室

第
八
条
第
四
項
の
表
観
光
局
の
部
観
光
物
産
課
の
項
中
「
観
光
推
進
係
」
の
下
に
「
、
デ
ス
テ
ィ

ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
推
進
係
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
観
光
物
産
課
の
項
第
十
七
号
中
「
グ
グ
っ
と
ぐ
ん
ま
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
「
観
光

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
中
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定

は
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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